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提案 保育施設の利用調整における保育士の優遇を！

■ 概要

① 保育士の確保が深刻な課題であること。

2 月 23 日に行われた本会議での一般質問で、入所選考の際の保育士への優遇措置を
提案しました。賛否両論あろうかとは思いますが、私なりの論拠を解説いたします。

区内保育所で育休から復帰、
　　　　　　　または新規就労する保育士

画期的？　突飛？

　保育園の入所選考では「利用調整基準」による厳密な点数・順位
づけがされています。例えば、フルタイム共働きの場合は 20点 ×
2で 40点。既に認可外に預けていると 2点がプラスで計 42点、
といった具合です。
　この基準に、親が区内の保育所で育休から復帰、または新規就労
する保育士である場合、さらなる加点を設けることを提案しました。
具体的な点数には言及しませんでしたが、区外居住者でも優先的に
入所できる程度の加点が必要であると考えます。

（
現
在
の
例
）　
　  （
提
　
案
）

20 点　   ＋　  20 点　  ＋　　2 点　　＝   42 点

→ 大幅な加点をしては？

■ 論拠

都内における保育士の有効求人倍率は 5倍超。国は児童受け入れ数の大幅な増加を目指していますが、必然的に
必要となる保育士の数も大幅に増えます。（既に「保育士確保プラン」当初よりも 2万人増とされています。）
目黒区自身も、保育士が見つからずに認可保育園の定員を減らさざるを得なかった苦い経験を味わっています。
保育士が「子どもを預けられないから復職できない」という事態は、出来る限り避けなければなりません。

② 国も、その方向に動いていること。

（１）通知（※）で認めている。
保育施設の優先利用について「市町村の判断により、人材確保、育成や就業継続による全体へのメリット等の観点
から、保育士、幼稚園教諭、保育教諭の子どもの利用に当たって配慮することも考えられる」と明記しています。

※ 平成 26 年 9月 10 日「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」

（２） 事業を予算決定している。
平成 27年度補正予算において、自治体が潜在保育士の子どもを保育所等に優先入所させた場合、当該保育士に
保育料の半額を貸し付け、2年以上勤務すれば返還免除となる事業が含まれています。（厚生労働省の事業）

（３） 緊急対策にも盛り込まれた。
質問の約１ヶ月後、3月 28日に発表された待機児童解消への緊急対策にも、人材確保策の 1項目として「保育士
の子どもの優先入園」が盛り込まれています。（質問時点では未発表でしたので、議場では言及していません。）

③ 既に採用している自治体もあること。

最初は私の思いつきで調査を始めたのですが、驚くことに、今回の入所選考から同様の仕組みを導入した自治体が
ありました。千葉県市川市です。人口約 47万人で 373 名の待機児童（平成 27年 4月 1日）を抱える同市ですが、
フルタイム共働きで 40点という目黒区と同じような点数基準の中、保育士に対してはプラス 10点という破格の
優遇措置を行っています。気づいた自治体は、もう始めているのです。

④ 財源不要かつ、区独自の判断で出来るということ。

議論の中では、利用調整基準について、法律の範囲内において目黒区が独自に定められることが確認されました。
つまり、その気になればすぐに変更できるのです。また、保育士の待遇改善には多額の財源が必要ですが、この
措置には財源は一切かかりません。保育士確保のために区独自で出来る、数少ない工夫の一つなのです。

■ 終わりに
　この提案に対し、区は慎重な姿勢を崩していません。しかし、例のブログの件もあり、世間の雰囲気は相当
変わってきています。解決に向けて、あらゆる対策を検討していく必要があるでしょう。
　同時に、この提案も含め、現在の対策の多くは対症療法であると言えます。保育園問題の根本がどこにある
のか。格差や働き方など、社会そのものの在り方について議論していかなければならないと思います。


